
報告事項

2021/10/4 政策開発部
ＤＸ戦略課

今後のデジタル改革の進め方について デジタル庁

１ 決定までの経緯

2021.9.6 第１回デジタル社会推進会議で議論（デジタル庁設置法第14条及び第15条）
議 長 内閣総理大臣
副議長 内閣官房長官、デジタル大臣
構成員 各府省の大臣等

2021.9.10 第１回デジタル社会推進会議幹事会で決定
議 長 デジタル監
副議長 デジタル審議官
構成員 関係行政機関の職員、有識者等

２ 主な内容 ※デジタル庁作成の回議資料より抜すい

① 国民に対する行政サービスのデジタル化の推進
・新型コロナ対策など緊急時の行政サービスのデジタル化
（マイナンバーカードを利用した公金受取口座の登録の早期開始等）
・マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載を実現<令和４年度中>

② くらしのデジタル化の促進

・医療分野の例 オンライン診療を強力に推進
・教育分野の例 ICT利活用環境の強化、デジタルコンテンツの活用
・防災分野の例 防災関連情報のデータ連携を図るプラットフォームの整備

③ 産業全体のデジタル化とそれを支えるインフラ整備
・5Gインフラの整備とビヨンド5Gの実現に向けた研究開発、標準化
・データセンター等の最適配置
・法人向けオンライン認証の普及を推進

④ 誰一人取り残さないデジタル社会の実現
・障がい者、高齢者等の利便の増進に資する情報通信機器・サービスの研究開
発の推進及びその普及
・中小企業のデジタル化の支援

３ 今後の予定
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